
第1号様式(第3条第2項) 
(1) 縦書きの場合 

 
 (縦100センチメートル、横45センチメートル) 
 
(2) 横書きの場合 

 
 (縦45センチメートル、横100センチメートル) 
 
 (備考) 
  1 地色は白色、文字は黒色、記号の枠線及び斜線は赤色、記号の地色は青色とする
こと。 

  2 この標識は、様式に定める規格のほか、この様式に定める規格を拡大し、及び縮
小した規格で作成することができる。 


